
議案第１９号  

 

   平成２２年度大口町一般会計予算 

 

 平成２２年度大口町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，３００，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起

こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第２表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、３００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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第 ２ 表  地 方 債 

 

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 

 

臨 時 財 政 

対 策 債 

 

 

 

 

千円  

１００，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

普 通 貸 借 

 

 

 

 

 

 

 

 ４．０％以内（ただし、利率

見直し方式で借り入れる政府資

金について、利率の見直しを

行った後においては、当該利率

見直し後の利率） 
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償 還 の 方 法 

 

  政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者

と協定するものによる。 

  ただし、町財政の都合により据え置き期間を短縮し、又は繰上償還することが

できる。 

 


